
7　広報 ９月号 広報 ９月号　6

月月 生 き い き 教 室 日 程 表生 き い き 教 室 日 程 表９９
※コロナの状況により中止することがあります。

池       間       地       区

池　　　　　　　間 3(土)、10(土)、17(土)、24(土) 14 時 池間島離島振興総合センター きゅーぬふから舎
☎ 75-2870

伊良部・佐良浜地区

伊 良 部・ 佐 良 浜 6(火)、13(火)、20(火)、27(火) 10 時 伊良部老人福祉センター 社協 伊良部支所
☎ 78-5973

平 良 地 区 日 に ち 時　間 場　所 お問合せ

荷 川 取 1(木)、8(木)、15(木)、22(木)

10 時

荷川取公民館

社協 平良支所
☎ 72-3193

狩 俣 2(金)、9(金)、16(金)、30(金) 狩俣集落センター

老 福 5(月)、6(火)、12(月)、13(火)、
20(火)、26(月)、27(火) 平良老人福祉センター

西 原 ・ 下 崎 7(水)、14(水)、21(水)、28(水) 下崎公民館

城 辺 地 区

城 辺 6(火)、13(火)、20(火)、27(火)

10 時 社会福祉センター 社協 城辺支所
☎ 77-7594

砂 川 2(金)、9(金)、16(金)、30(金)

　 西 城 　
（吉田・西西・長南・上区） 5(月)、12(月)、26(月)

　 西 城 　
（比嘉・長北・長中・西中）7(水)、14(水)、21(水)、28(水)

福 嶺 1(木)、8(木)、22(木)、29(木)

上 野 地 区

上 野 1(木)、8(木)、15(木)、29(木) 10 時 上野老人福祉センター 社協 上野支所
☎ 76-2540

下 地 地 区
洲 鎌  ・ 棚 根
嘉 手 苅・ 入 江 5(月)、12(月)、26(月)

10 時

上野老人福祉センター

社協 下地支所
☎ 76-2270

来 間 ・ 川 満 6(火)、13(火)、27(火)

下地公民館上 地 7(水)、14(水)、21(水)、28(水)

与 那 覇 2(金)、9(金)、16(金)、30(金)

 後期高齢者医療被保険者の皆様へ後期高齢者医療被保険者の皆様へ
 後期高齢者医療制度の改正に伴い、10 月 1 日から被保険者証が変わります。10 月 1 日から被保険者証が変わります。

   2 割負担となる方   2 割負担となる方
世帯内に被保険者が 1 人の場合世帯内に被保険者が 1 人の場合
……課税所得 28 万円以上で、課税所得 28 万円以上で、
    「年金収入＋その他の合計所得金額」が 200 万円以上    「年金収入＋その他の合計所得金額」が 200 万円以上
世帯内に被保険者が 2 人以上の場合世帯内に被保険者が 2 人以上の場合
……課税所得が 28 万円以上で、課税所得が 28 万円以上で、
      「年金収入＋その他の合計所得金額」が 320 万円以上      「年金収入＋その他の合計所得金額」が 320 万円以上

後期高齢者医療窓口負担割合コールセンター
  ☎ 0120-002-719  （通話料無料）

【営業日】月〜土 ( 祝祭日除く)  9 〜18 時

 ⚠ 還付金詐欺にご注意を
不審な電話等があれば、警察署や警察相談窓口
( ＃ 9110)、または消費生活センター (188)
にお問い合わせください。

※ご自身の負担割合については、※ご自身の負担割合については、
   ９月中に届く新しい被保険者証でご確認ください。   ９月中に届く新しい被保険者証でご確認ください。

■２割負担となる方の負担軽減■２割負担となる方の負担軽減
10 月からの３年間は、２割負担になった10 月からの３年間は、２割負担になった
ことで支払う額が一定以上増えた方には、ことで支払う額が一定以上増えた方には、
後日払い戻しがあります。後日払い戻しがあります。

区分 医 療 費
負担割合

現役並み
所得者 ３割

一般所得者等 1 割

区分 医 療 費
負担割合

現役並み
所得者 ３割

 一定以上
 所得のある方 ２割

一般所得者等 1 割

2022年９月30日まで 2022 年 10 月から

▶

①現在ご使用中の被保険者証（わかくさ色）は、①現在ご使用中の被保険者証（わかくさ色）は、令和 4 年 9 月 30 日まで令和 4 年 9 月 30 日まで使えます。使えます。
②令和 4 年 10 月 1 日からの新しい被保険者証（もも色）は②令和 4 年 10 月 1 日からの新しい被保険者証（もも色）は 9 月中9 月中に交付します。に交付します。
　この被保険者証（もも色）は、　この被保険者証（もも色）は、令和 5 年 7 月 31 日まで令和 5 年 7 月 31 日まで使えます。使えます。

医療費の自己負担割合が医療費の自己負担割合が
１割、2 割、3 割の１割、2 割、3 割の
 3 区分になります。 3 区分になります。

10 月１日
スタート

問  国民健康保険課 後期高齢者医療係　
　  ☎ 72-3751（内線 2646・2649）


